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改善・取組み

の背景と課題 

職場巡視による現場把握と直接指導は、組織的な安全衛生管理体制の推進に必要

不可欠である。しかしながら、他の業務と兼務の衛生管理者では、多数の作業場を抱え

る事業場において巡視に充分な時間を割くことが困難である。また、ほぼ同様な職場巡視

の定めがあるにも関わらず、産業医と衛生管理者の職場巡視の役割分担は定められてい

ない。そこで大学の職場巡視の強化と効果的な連携体制づくりに取り組んだ。 

改善・取組み

の着眼点 

まず、厚生労働省令で具体的に示されている衛生管理者の週１回の巡視業務を確実

に実施することに重点を置いた。ただし、衛生管理者が週１回巡視したとしても、各作業

場からみて数年に一度しか巡視が入らない状態ではリスク低減には不十分だと考え、もっと

短い間隔で全ての作業場を網羅的にチェックされる体制を目指した。また「網羅的な衛生

管理者巡視」に対して「より重み付けをした産業医巡視」とする役割分担を考えた。 

なお、衛生管理者巡視体制を刷新するにあたり、他大学にて専任の衛生管理者を雇

用して職場巡視と安全衛生教育を行わせている事例があったため参考にした。 

改善・取組み

の概要 

① チェックシートを用いた作業者自身による自己点検 

まずはチェックシートを用いて作業者自身が作業場の自己点検を行うこととした。チェック

シートはクリップボードで部屋の前に吊るすことで実施状況が客観的に判るようにした。 

② 網羅的な衛生管理者巡視 

巡視のみを専門に担当する衛生管理者（巡視担当）を大学本部に配置した。2011年

11月に 2 学部を１名で巡視する試行から始め、巡視担当の人数と対象学部を段階的に

増やしていった。2015年 4 月には 5名体制となり札幌キャンパス全学部を網羅、2017 年

2 月には遠隔地である函館キャンパスも対象とし、約 7000室（居室、実験室、講義室、

事務室）を１ヶ月で一巡する現在の 7 名体制となった。各巡視担当は平均すると①の自

己点検 250室分の確認、チェックシート 60 枚回収、そして 60室の巡視を日々こなす。 

③ 衛生管理者巡視結果を用いた効果的な産業医巡視 

一方、産業医巡視は約１年半で全学部を一巡する。毎月対象学部を決めて代表的

な部屋を巡視するが、この選定に②を活用することで「衛生管理者巡視にて改善の進んで

いない部屋を産業医が重点的に巡視」という２段構えの巡視体制としている（表１参照）。 

写真・図表・ 

イラスト 

表１ 衛生管理者巡視と産業医巡視 

 衛生管理者巡視 産業医巡視 

巡視者と人数 巡視担当が 1人で毎日巡視。 
産業医、学部の衛生管理者、担当事務、他のスタッフが同

行して数名で月１回巡視。 

一巡する 

までの期間 

月間スケジュールに沿って担当範囲を巡

視。全作業場を１ヶ月サイクルで一巡。 

月ごとに対象学部を決めて巡視。全学部を約１年半サイク

ルで一巡。 

巡視対象 
全ての部屋を網羅的に巡視。ひと部屋にあ

まり時間はかけない。 

対象学部から衛生管理者巡視で改善の進んでいない部屋

を重点的に 20～30ほど抽出してじっくり巡視。 

結果報告 
当日のうちに学部の事務を通じて部屋の管

理者（研究室の長など）に送付。 
精査してから学部長に送付。安全衛生委員会でも報告。 

改善確認 
改善報告書は求めず、１ヶ月後の次回の巡

視で現場にて確認。 

学部長が３ヶ月以内を目安に改善報告書を提出。安全衛

生委員会で報告。 
 



写真・図表・ 

イラスト 

表２ 各部屋で使用しているチェックシート（両面印刷して使用） 
 

 

効  果 

・この巡視方式を開始した直後はほぼ全ての部屋に何らかの改善すべき点があったが、そ

の後、改善が進み、現在では改善すべき点のある部屋は全体の 3%弱に留まっている。 

・巡視に特化したことで、巡視担当は巡視スキルを大きく向上させることができた。 

・衛生管理者巡視とのシステマチックな連携により①リスクの高い部屋の優先的な抽出、

②巡視先の事前情報の把握、と産業医巡視がより効率的に実施可能となった。 

・各作業場からみると、①週１回の自己点検で自主管理を促される。②自己点検で見逃

した部分は衛生管理者巡視で月１回指摘される。③衛生管理者の指摘を放置しておくと

産業医巡視の月には対象に選ばれてしまい、学部長や安全衛生委員会を巻き込んで必

ず改善報告を求められる、という段階的なプレッシャーで改善が促される体制となった。 

この GPS の経

験から学ぶこと

ができるポイン

ト 

・「作業場の現状把握とリスク低減」という職場巡視の必要性を経営陣に理解してもらう際

には法的要件を説明するよりも、臨検監督を外圧として利用することが効果的だった。 

・初期には巡視自体に強い抵抗を示す教員がみられた。「個対個のお願い」ではなく「組

織的な役割に基づく業務」であることを、巡視担当から相手に意識させるように心がけた。 

・大きな組織ほど体制づくりはスムースには進まない。特に大学は安全衛生に対する温度

差が学部ごとに大きく異なるため、全学一斉ではなく理解の得やすい学部から「試行」とし

て開始した。対象学部を増やすにつれて「○学部でも✕学部でも実施していて、いずれ全

学で実施する」という説明をすると、横並び意識から比較的理解が得やすくなった。 

参考資料 1) 川上貴教, 第 31 回日本産業衛生学会全国協議会 講演集, p121, 2021. 
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